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春の連休期間中における山岳遭難の防止
【 地 域 課 】

春山シーズンは、山岳遭難が多発する時期です。

特に「山菜採り」で入山し遭難する方が多いので、山に入る

場合は、近場の山や行き慣れた山こそ「油断禁物」です。

山では常に「危険」が伴うことを理解しましょう。

ふもとが暖かくても、山頂付近はまだ寒く天候が急変しやすいので、登山計画や

装備品が不十分なままでの入山は非常に危険です。

山に入る時は、次の３点に御注意ください。

◎ 必ず携帯電話やスマートフォンと予備バッテリーを持ち、家族や友人などに

「どこの山へ、いつまでに帰宅する」などあらかじめ知らせておきましょう。

◎ 低体温症への備えとして、食料や防寒具を確実に携行しましょう。

◎ 春先は、餌を求めて熊が活発に行動します。熊よけ鈴や熊撃退スプレー等を

確実に携行しましょう。

登 山 届 の 提 出 方 法
１ 警察本部地域課への届出（電子メール、郵送等） 【県警ＨＰ】

⑴ 電子メール提出 警察ホームページをご覧下さい。 ⇒⇒⇒⇒

⑵ 郵送・ＦＡＸ 〒980-8410 仙台市青葉区本町３－８－１

宮城県警察本部地域部地域課

ＦＡＸ ０２２－２２１－７１７１

２ 警察機関への届出 登る山岳を管轄する警察署、交番・駐在所

３ 登山ポスト 登る山の登山ポストへ投函

４ スマートフォン・パソコン等を使用した登山届の作成・提出

宮城県警察では、登山受理システム「コンパス」及び登山地図

ＧＰＳアプリ「ＹＡＭＡＰ」利用して、「山と自然ネットワ

ークコンパス」等で登山届の作成・提出ができます。


